一般事業主行動計画
　仕事と子育て、その他、次代を担う若年者が働きやすい職場環境の整備を目指し、全ての従業員の能力が発揮できるように次のように行動計画を策定する。
１．計画期間　令和５年５月1日～令和１０年４月3０日までの　　５年間
２．内容

＜対策＞
　●令和5年　５月～
育児休業からの復職後や子育て中の女性労働者を対象として悩


みや心配事のヒアリングの実施
●令和６年　１月～
子育てをしながら働き続ける女性労働者のキャリア形成を進め


るために必要な働き方に関する管理職研修の実施

＜対策＞
　●令和5年　６月～
若年者の就業に関するニーズの把握
　●令和6年　１月～
上記で把握したニーズを踏まえ、若年者に対するインターンシ


ップ等の就業体験機会を提供し、適正な募集、採用機会の提供


を行う。
　●令和７年　４月～
若年者の安定就労を目指し、雇用後の職業訓練の推進を行う。
目標１：女性労働者が子育てをしつつ活躍できる環境の整備を目指す。








目標２：次代の社会を担う若年者の能力開発や適職選択による安定就労の促進を図る。
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